
令和５年１１月２１日 

 

まちづくり委員会資料 

 

令和５年第５回定例会提出予定議案の説明 

議案第１７１号 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

資 料 １  川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例 改正概要 

資 料 ２  川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例 新旧対照表 

 

参考資料１  川崎都市計画地区計画の変更（鷺沼地区地区計画） 

参考資料２  川崎都市計画地区計画の変更（京急川崎駅西口地区地区計画） 

 

まちづくり局 

1



 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の 

一部を改正する条例 概要 

 

１ 条例の趣旨 

鷺沼地区地区計画を変更する都市計画の変更（令和５年９月告示）及び京急川崎駅西口地区地区計画を定める都市計画の決定(令和５年９月告示)が

行われたことから、その内容を「川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例（以下「地区計画条例」という。）」に反映するもの。 

 

２ 地区計画条例の趣旨 

市域全体を対象とした根幹的な都市計画の規制（用途、容積率、建蔽率等）に加えて、地区の実情に応じた良好な環境の整備や保全のために、必要

に応じて地区計画を定めている。そのうち地域の土地利用の状況等からみて、地区計画で定めた内容の実現を着実に推進するため、建築基準法に基づ

く制限とするための条例。 

※ 昭和６３年に新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域を適用区域としたものを皮切りにこれまで５４区域で適用 

 

３ 改正の内容 

（１）鷺沼地区地区計画の都市計画変更に伴う改正 

鷺沼地区は、東急田園都市線鷺沼駅を中心に、宮前区の商業・業務地区の中心として発展してきた地区であり、適正かつ合理的な土地利用を図り、

商業地としての健全な都市環境を形成、保持することを目的に、昭和62年9月に、「鷺沼地区地区計画」を決定し、具体的な建築制限である地区整備計

画を定めている。 

今回、交通結節機能の強化及び多様なライフスタイルに対応した都市機能集積を図るため、鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業の決定並びに都市

施設の道路及び交通広場の変更・決定にあわせて、地区計画の都市計画変更が行われた（令和５年９月告示）。これに伴い、地区整備計画を変更した駅

前拠点地区について条例に定めるものとする。 

 

名称 地区の面積 制限内容 

駅前拠点地区 約２.３ｈａ 建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度 

表1：制限内容等（鷺沼地区整備計画区域) 
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（２）京急川崎駅西口地区地区計画の都市計画決定に伴う改正 

京急川崎駅の西口駅前を中心とする地区において、市街地再開発事業による周辺地区と連携した都市基盤の整備・再編及び土地の合理的かつ健全な

高度利用を図るとともに、広域拠点にふさわしい商業・業務、文化・交流機能等の都市機能の集積及び安全で安心な市街地の形成を図るため、新たに

地区計画を都市計画決定し、具体的な建築制限である地区整備計画を定めた（令和５年９月告示）。これに伴い、地区整備計画が定められた区域につい

て条例に定めるものとする。 

 

名称 地区の面積 制限内容 

Ａ－１地区 約１．２ｈａ 建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置

の制限 

Ａ－２地区 約０．０４ｈａ 建築物の用途の制限、壁面の位置の制限 

Ｂ地区 約０．９ｈａ 建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度 

Ｃ地区 約０．１ｈａ 建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度 

表2：制限内容等（京急川崎駅西口地区整備計画区域) 

 

４ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例 ○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例 

昭和62年12月22日条例第40号 昭和62年12月22日条例第40号 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

 １～54 略  １～54 略 

 55 鷺沼地区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規定により告示

された鷺沼地区地区計画において地区整備計

画が定められた区域 

  （新設） 

 56 京急川崎駅西口

地区整備計画区

域 

都市計画法第20条第１項の規定により告示

された京急川崎駅西口地区地区計画において

地区整備計画が定められた区域 

  

  

別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 

１～54 略 １～54 略 

55 鷺沼地区整備計画区域 （新設） 

 駅前 

拠点 

地区 

の区 

域 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅 

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（２階以下に共同

住宅の住戸、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室を有

しないもので、かつ、１階及び２階に店舗、事務

所その他これらに類する用途に供する部分を有す

るものを除く。） 

(３) 工場（食品製造業（食品加工業を含む。）を

営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これら

に類するものを除く。） 

(４) 自動車教習所 

(５) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

(６) 倉庫業を営む倉庫 

(７) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(８) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

するもの 

  

 建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でな

ければならない。 

  

  

56 京急川崎駅西口地区整備計画区域  

 Ａ― 

１地 

区の 

区域 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅 

(２) 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

(３) 工場（自家販売のために食品製造業（食品加

工業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類するものを除く。） 

(４) 自動車教習所 

(５) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの（ゲームセンターを除く。） 

(６) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(７) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

するもの 

      

 建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でな

ければならない。 

     

 壁面の位

置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図

に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただ

し、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、

この限りでない。 

(１) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊
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改正後 改正前 

下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建

築物の部分 

(２) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する

建築物又は建築物の部分 

 Ａ― 

２地 

区の 

区域 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅 

(２) 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

(３) 工場（自家販売のために食品製造業（食品加

工業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類するものを除く。） 

(４) 自動車教習所 

(５) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの（ゲームセンターを除く。） 

(６) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(７) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

するもの 

      

 壁面の位

置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図

に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただ

し、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、

この限りでない。 

(１) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊

下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建

築物の部分 

(２) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する

建築物又は建築物の部分 

      

 Ｂ地 

区の 

区域 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅 

(２) 共同住宅 

(３) 自動車教習所 

(４) 畜舎 

(５) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

(６) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(７) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類

するもの 

      

 建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の30以下でなければなら

ない。この場合において、建築物の容積率の算定の

基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第17条第３項の規定

により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物

特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をと

ることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面

積を超えることとなる場合における高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第26

条に定める床面積は、算入しない。 

      

 Ｃ地 

区の 

区域 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅 

(２) 共同住宅 

(３) 工場（自家販売のために食品製造業（食品加

工業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類するものを除く。） 

(４) 自動車教習所 

(５) 畜舎 

(６) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

(７) キャバレー、料理店その他これらに類するも

の 

(８) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類
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改正後 改正前 

するもの 

 建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の30以下でなければなら

ない。この場合において、建築物の容積率の算定の

基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第17条第３項の規定

により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物

特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をと

ることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面

積を超えることとなる場合における高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第26

条に定める床面積は、算入しない。 
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